
作成日：令和8年4月20日(月)

高知県所得向上推進企業等総合支援事業費補助金

電子申請フォーム操作マニュアル



法人 → 正式な事業者名を入力
（例：〇〇〇株式会社）
個人事業主 → 屋号を入力
（屋号がなければ氏名）
※第１号様式と同じ内容

 自動入力の内容を必ず確認

正しくない場合は修正してください

郵便番号を入力

 番地以降は手入力が必要

※ 別紙1-1と同じ内容を入力

業種を選択
※ 別紙1-1の大分類と同じ内容を入力

従業員数を選択
※ 別紙1-1と同じ内容を入力

申請担当者様を入力
※ 別紙1-1と同じ内容を入力

 電話番号を正確に入力

審査・交付の連絡先になります
※ 別紙1-1と同じ内容を入力

 メールアドレスを正確に入力

入力ミスで確認メールが届かなくなります
※ 別紙1-1と同じ内容を入力

「次へ」をクリック →

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足

Kochi-xxxx@xx.xx.com

高知 太郎

株式会社ABC

かぶしきがいしゃえーびーしー
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「横展開枠」か「先進枠」のいずれか1つを選択

※ 複数の枠への申請は不可

※第１号様式と同じ内容

100億企業枠の利用有無を選択

該当しなければ「利用しない」を選択

※第１号様式と同じ内容

「次へ」をクリック →

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足
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補助金交付申請書を格納（1号様式、別紙1〜5）
※ファイルは最大10MB

指令前着手届の提出有無を選択

登録状況に合わせて選択してください。

※登録を証する資料をアップロード
※全枠で必須要件となっております

登録・認定がある場合のみ

それぞれ証明書類をアップロード

→ 審査時に加点されます

※申請中の企業は交付後、通知書のご提出をお願いいたします。

(事務局より別途案内)

登録済み企業は資料をアップロードしてください

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足
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策定済みの事業計画があれば、
種類を選択のうえ添付

「次へ」をクリック →

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足

該当の資料がある場合は提出
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4ページ目

法人の場合①

「はい」を選択の場合 →以下の ①～③ 書類が必要です

※②の令和8年度分は完成している場合のみ提出

 決算書がない場合は申請不可です。ただし令和8年12月までに最初の決算を迎える場合は、見込み決算で事業計画を策定すること

で対象となります。

各書類を格納し「次へ」→

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足

※完成している場合のみ提出

P6



「いいえ」を選択の場合、必要書類が変わります

各書類を格納し「次へ」→

法人の場合②

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足

※完成している場合のみ提出
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「はい」を選択の場合 →以下の ①～②の 書類が必要です

「いいえ」を選択の場合は、必要書類が変わります

各書類を格納し「次へ」→

その他個人事業主等の場合①

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足
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その他個人事業主等の場合②



通帳の見開きの写しを格納
（ネット銀行の場合はスクリーンショットでもOK）
※様式1-１と同じ内容

 納税証明書は申請日から3ヶ月以内のものが必要です。期限切れは受付不可となります。徴収猶予を受けている場合もご提出ください。

各書類を格納し「次へ」→

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足
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 見積書・カタログ等はこのフォームには添付不要

→ 追って事務局よりアップロードの案内メールを
お送りします

「次へ」をクリック →

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足
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内容を確認し同意にチェック 

「確認」をクリックし完了

赤枠 = 要注意 青枠 = 操作の補足

【申請後の流れ】

①本フォームを送信

②事務局より「見積書・カタログ等」のアップロードの案内メールを受信

③案内メールより準備した資料をアップロード

※ メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認いただくか、事務局までお問い合わせください。
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